
指定事業所における変更届出書の提出について 
 

 県から指定を受けた介護サービス事業者は、介護保険法の規程により当該指定に係る事業所の名称及び所在地その
他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更のあった日から 10 日以内に、サービス事業所ごとに、「変更
届出書」を県に提出することが必要です。 

 必要書類は「変更届出書」（様式第３号）及び添付書類（下記の一覧を参照）です。訪問看護については２部提
出してください。 

 変更届出書に記載のない変更事項についての届出は不要です。※管理者、サービス提供責任者及び介護支援専門
員以外の職員（訪問介護員、看護職員等）の変更については、令和６年４月から不要になりました。 

 届出様式は、茨城県ホームページからダウンロードすることができます。 
URL：http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/jigyosha/jigyosha-3.html 

「茨城県のトップページ」→「茨城で暮らす」→「福祉・子育て」→「介護保険」→「事業者届出関係」 
→「事業者指定に係る規則・申請様式等」 からもご覧になれます。 

※ 制度改正等によりリンクが変更となる場合がありますので、ご注意願います。 

 
【変更届出書の添付書類一覧】 

 
 変更事項 添付書類 

１ 事業所(施設)の名称 ・付表 
・新しい運営規程(変更箇所の明示または新旧対照表を添付) 

２ 事業所(施設)の所在地 
 
※通所介護、通所リハビリの事業所、施
設を移転する場合は、設備基準に該当す
るか移転前に県に確認すること 

・付表 
・事業所(施設)の平面図 
・事業所(施設)の外観及び内部のカラー写真 
・賃借契約等の写し(賃借物件の場合のみ) 
・新しい運営規程(変更箇所の明示または新旧対照表を添付) 

３ 申請者の名称（法人の名称） 
 

・現在事項全部証明書(※１) 
・誓約書 

４ 主たる事務所の所在地（法人の本店ま
たは主たる事務所の所在地） 

・現在事項全部証明書(※１) 
・誓約書 

５ 法人等の種類 ・現在事項全部証明書(※１) 
・誓約書 

６ 代表者（開設者）の氏名、生年月日、
住所及び職名 

・現在事項全部証明書(※１) 
・誓約書 
※変更届出書の「変更前」「変更後」の欄に、新旧の代表者の氏名、

生年月日及び住所を記載すること 
７ 登記事項、条例等(当該事業に関するも

のに限る) 
・現在事項全部証明書(※１) 

８ 事業所(施設)の建物の構造、専用区 
画等 
 

・付表 
・事業所(施設)の平面図(変更部分を図示すること) 
・事業所(施設)の外観及び内部のカラー写真(変更部分がわかるもの) 
・新しい運営規程(変更箇所の明示または新旧対照表を添付) 

※運営規程に関係ない場合は提出不要 
９ 備品（訪問入浴介護事業及び介護予

防訪問入浴介護事業） 
・入浴設備の概要 
・入浴設備のカラー写真 

10 利用者の推定数 ・付表 

11 事業所（施設）の管理者の氏名、生年
月日及び住所（介護老人保健施設は、
事前に承認を受ける。） 

・付表 
・勤務形態一覧表(管理者のみ。ただし、兼務する職種がある場合はそ
の職種も併せて記載すること) 
・資格証等の写し(資格が必要な場合のみ) （※２） 
・雇用関係を証する書類（辞令等）（※２） 

 

 



 変更事項 添付書類 

12 サービス提供責任者の氏名、生年月日、
住所及び経歴 

・付表 
・勤務形態一覧表(サービス提供責任者全員。ただし、兼務する職種が
ある場合はその職種も併せて記載すること) 
・資格証等の写し（※２） 
・雇用関係を証する書類（辞令等）（※２） 

13 運営規程 ・付表(付表の記載事項に係る変更がある場合のみ） 
・新しい運営規程(変更箇所の明示または新旧対照表を添付) 

14 協力医療機関・協力歯科医療機関 ・付表 
・協力医療機関に関する届出書 
・協力医療機関との協力内容が分かる書類（協定書等）の写し 

15 事業所の種別 ※通所リハビリテーション ・付表 
16 提供する居宅療養管理指導の種類 ・付表 

・勤務形態一覧表 
・資格証等の写し（※２） 
・雇用関係を証する書類（辞令等）（※２） 

17 事業実施形態 
（本体施設が特別養護老人ホームの 
場合の単独型・空床利用型・併設型 
の別） ※短期入所生活介護 

・付表 
・新しい運営規程(変更箇所の明示または新旧対照表を添付) 
・事業所(施設)の平面図(変更部分を図示) 

18 利用者、入所者又は入院患者の定員 ・付表 
・勤務体制一覧表（定員増となる場合） 
・新しい運営規程(変更箇所の明示または新旧対照表を添付) 
・事業所(施設)の平面図（施設設備の増改築や移転を行う場合） 

19 福祉用具の保管・消毒方法(委託して 
いる場合にあっては、委託先の状況) 

【事業所で実施の場合】 
・福祉用具の保管及び消毒の標準作業書（変更箇所を明示） 
・事業所の平面図（変更部分を図示すること） 
・事業所の外観及び内部のカラー写真（変更部分がわかるもの） 
【委託している場合】 
・委託契約書の写し 

20 併設施設の状況等 ・併設施設の平面図(変更部分を図示すること) 
・併設施設の外観及び内部のカラー写真(変更部分を図示すること) 

21 介護支援専門員の氏名及びその登録 
番号 

・付表 
・介護支援専門員一覧 
・勤務形態一覧表（介護支援専門員全員） 
・介護支援専門員証の写し（※２） 
・雇用関係を証する書類（辞令等）（※２） 

 
※１ 現在事項全部証明書は、履歴事項全部証明書でも可。届出者が市町村の場合は、条例等を提出すること。 
※２ 結婚等で氏名が変更しており、書類によって記載の氏名が異なる場合には、「職員の氏名についての申出書」（参考
様式 20）を添付すること。 


